
業 務 の 名 称

契約担当官等の氏名
並びにその所属する

部局の名称及び所在地

契 約 年 月 日 令 和 4 年 6 月 3 日

国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所

横須賀市長瀬3丁目1番1号

契　約　金　額
（消費税及び地方消費税含む）

24,865,500 円（税込み）

予　定　価　格
（消費税及び地方消費税含む）

24,865,539 円（税込み）

備 考

契約の相手方の
氏 名 及 び 住 所

随意契約による
こととした理由

　本業務は、別府港（石垣地区）防波堤に関する被覆ブロック、腹付材及び堤体の安定実
験を行うとともに、数値波動水路による計算モデルを構築し流速分布や浸透流の再現、
安定性の検証を行うものである。

　別府港（石垣地区）防波堤の改良については、近年の擾乱を考慮した設計波に対する
使用性及び南海トラフ巨大地震等の津波に対する安全性を求める構造として設計を行っ
ている。
　防波堤の構造形式は、経済性、施工性から「消波ブロック被覆堤」が提案されてお
り、港外側被覆ブロック重量を過年度の隣接工区の実験結果より、6tと推定している
が、波浪条件・断面形状が隣接工区とは若干異なるため、水理模型実験でその安定性を
確認する必要がある。
　また、防波堤の耐津波設計における対策断面の照査方法に関して、必ずしも十分な知
見が得られているわけではないため、性能照査にあたっては、水理模型実験による安定
性の確認が必要である。
　以上のことから、本業務を精度良く適切に遂行するためには、以下の能力・知見等を
有していることが必要不可欠である。
　① 設計波浪に対する港湾施設等の被災メカニズムに関して高度な知見を有すること。
  ② 護岸断面を1/20～1/40程度の縮尺で再現した上で、波浪を作用させる水理模型実験
     が可能な水槽設備を使用することができ、その設備を使いこなせる能力を有するこ
     と。
  ③ 水理模型実験結果を踏まえて、防波堤周囲に生じる複雑な流速分布や浸透流を安定
     的に解析することが可能な数値波動水路を自在に駆使して、精度の高い分析を行う
     能力を有すること。

　国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所は、港湾及び
空港の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑
な港湾及び空港の整備等に資するとともに、港湾及び空港の整備等に関する技術の向上
を図ることを目的として、独立行政法人通則法及び国立研究開発法人海上・港湾・航空
技術研究所法に則って設立された機関である。
　同法人は、大縮尺による水理模型実験が可能な施設を所有し、これまでに数多くの水
理模型実験を実施しており、実験計画の立案から実験の実施、実験結果の解析・評価に
至る実績により培った高度な知見及びその施設を使いこなせる能力を有している。
　また同法人は、防波堤周囲に生じる複雑な流速分布や浸透流を安定的に解析すること
が可能な数値波動水路による計算モデルを構築し、数多くの研究成果を残していること
から、数値波動水路を熟知し、自在に駆使することで精度の高い予測及び検討ができ、
実験と計算モデルの円滑な連携を可能とする能力を有している。
　以上のことから、本業務を履行するために必要な要件を具備している機関として、国
立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研究所を特定公益法人等
として特定したうえで、「参加者の有無を確認する公募手続き」に基づき、特定公益法
人等以外の参加者の有無を確認するための公募手続きを行ったところ、他者からは本業
務への参加意思を表明する書類が提出されなかったことから、同法人が本業務を履行で
きる唯一の機関と判断した。
　よって、契約の性質または目的が競争を許さない場合に該当するため、会計法第29条
の3第4項に基づき、国立研究開発法人　海上・港湾・航空技術研究所　港湾空港技術研
究所と随意契約するものである。

随 意 契 約 結 果 書

令和4年度別府港（石垣地区）防波堤改良水理特性検討調査

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所長　八十島　義浩
下関市竹崎町4-6-1


